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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月7日(2020.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　演出のための操作に用いられる演出操作手段と、
　遊技を進行させるための操作に用いられる遊技進行操作手段と、
　前記演出操作手段の操作を促す第１促進演出を実行する第１促進手段と、
　前記遊技進行操作手段の操作を促す第２促進演出を実行する第２促進手段と、
　音を出力する音出力手段と、
　前記演出操作手段に設けられた第１発光部と、
　前記演出操作手段以外に設けられた複数の第２発光部と、
　を備え、
　前記第１促進演出の実行中に前記演出操作手段が操作されたときに、特典に関する報知
が行われ、
　前記第１促進演出において複数種類の発光態様のいずれかで前記第１発光部を発光させ
、該第１発光部の発光態様に応じて、前記演出操作手段が操作されたときに行われる特典
に関する報知において、有利な報知がなされる割合が異なり、
　複数の前記第２発光部は、前記操作手段の周辺に設けられた発光部を含み、
　前記第１促進演出において複数種類の発光態様のいずれかで前記第１発光部を発光させ
るときには、複数の前記第２発光部のうち少なくとも前記操作手段の周辺に設けられた発
光部を消灯させ、
　前記音出力手段は、所定音の出力中に前記第１促進演出が実行されているときには、当
該所定音の音量を小さくする一方で、前記所定音の出力中に前記第２促進演出が実行され
ているときには、当該所定音の音量を維持し、
　前記第２促進演出が実行されるときに出力される演出音の音量は、前記所定音の音量よ
りも大きく設定されている、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００６】
（Ａ）　遊技が可能な遊技機であって、
　演出のための操作に用いられる演出操作手段と、
　遊技を進行させるための操作に用いられる遊技進行操作手段と、
　前記演出操作手段の操作を促す第１促進演出を実行する第１促進手段と、
　前記遊技進行操作手段の操作を促す第２促進演出を実行する第２促進手段と、
　音を出力する音出力手段と、
　前記演出操作手段に設けられた第１発光部と、
　前記演出操作手段以外に設けられた複数の第２発光部と、
　を備え、
　前記第１促進演出の実行中に前記演出操作手段が操作されたときに、特典に関する報知
が行われ、
　前記第１促進演出において複数種類の発光態様のいずれかで前記第１発光部を発光させ
、該第１発光部の発光態様に応じて、前記演出操作手段が操作されたときに行われる特典
に関する報知において、有利な報知がなされる割合が異なり、
　複数の前記第２発光部は、前記操作手段の周辺に設けられた発光部を含み、
　前記第１促進演出において複数種類の発光態様のいずれかで前記第１発光部を発光させ
るときには、複数の前記第２発光部のうち少なくとも前記操作手段の周辺に設けられた発
光部を消灯させ、
　前記音出力手段は、所定音の出力中に前記第１促進演出が実行されているときには、当
該所定音の音量を小さくする一方で、前記所定音の出力中に前記第２促進演出が実行され
ているときには、当該所定音の音量を維持し、
　前記第２促進演出が実行されるときに出力される演出音の音量は、前記所定音の音量よ
りも大きく設定されている。
　手段１の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（スロットマシン１）であって、
　遊技者が操作する操作手段（演出用スイッチ５６）と、
　前記操作手段に設けられた第１発光部（演出用ＬＥＤ５６ａ）と、
　前記操作手段以外に設けられた複数の第２発光部（リールＬＥＤ５５、方向スイッチＬ
ＥＤ５７ａ、第１～第６発光部５８ａ～ｆ等）と、
　を備え、
　前記操作手段（演出用スイッチ５６）の操作を受け付けるときに特定発光態様（操作促
進発光態様）で前記第１発光部を発光させ、
　前記特定発光態様で前記第１発光部を発光させるときには、複数の前記第２発光部の少
なくとも一部が消灯している
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、操作手段の操作を受け付けるときに特定発光態様で第１発光部を発
光させることにより、操作手段の操作を促すことができるとともに、この際、複数の第２
発光部の少なくとも一部が消灯しているので、相対的に操作手段の特定発光態様を際立た
せることが可能となるため、操作手段の操作が促されていることを好適に認識させること
ができる。
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